
令和8年度（2026年度）

仕　様　書

業務名　　発寒清掃工場電気設備整備業務　

札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場



共　通　仕　様　書 

Ⅰ　委託業務の概要 

 

１　業務名称 

発寒清掃工場電気設備整備業務 

２　業務内容 

当工場の電気設備は自家用電気工作物に該当することから電気事業法第42条第１項に基づく

保安規程を定めており、本業務はその保安規程にしたがった電気点検を行うものである。 

３　履行期間 

契約日から令和8年（2026年）8月31日まで 

４　履行場所 

札幌市西区発寒15条14丁目１番１号 

札幌市発寒清掃工場 

５　設備概要 

電気設備　三菱電機(株)製　受変電設備 

６　業務範囲 

本共通仕様書、整備仕様書及び図面（複写厳禁）のとおり。 

７　再委託について 

再委託する場合は、事前に再委託承諾願を提出し、委託者の承諾を得ること。　な

お、受託者は、次に掲げるものを再委託することは出来ないものとする。 

　　　⑴　総合的な業務履行計画及び進捗管理 

　　　⑵　整備手法の決定及び技術的判断 

８　用語の定義 

本仕様書で用いる用語は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、令和５年版建築保全

業務共通仕様書による。 

 

Ⅱ　一般事項 

 

１　提出図書等 

⑴　業務着手時に提出するもの 

ア　業務着手届　　　　　　　　　　　　　　　　２部 

契約後、業務に着手した時は直ちに届け出ること。 

着手届の余白部分に労働基準監督署からの「労働保険関係成立の証」受領印があ

ること。または、契約日から遡及して１年以内の受付及び受領印が押印されている

保険関係成立届、年度更新申告書等の法定様式控え等を添付すること。なお、上記

保険成立印取得に時間を要する場合は、「労働者災害補償保険関係成立証明書」を

後日提出することも認めるが、その間現場での実作業は行えない。 

イ　業務責任者指定通知書　　　　　　　　　　　２部 

ウ　業務責任者経歴書　　　　　　　　　　　　　２部 

エ　業務日程表　　　　　　　　　　　　　　　　２部 

⑵　現場作業前に提出するもの（該当しない項目は除外可） 

事前に施設管理担当者に提出の上、承諾を得ることとし、内容に不足、疑義等が

あった場合には、承諾を得るまで作業ができないものとする。 

ア　安全管理体制表　　　　　　　　　　　　　　１部 

　(ｱ)　安全管理体制・安全活動計画 

イ　施工管理　　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

　(ｱ)　履行（施工）計画書 

　　①　連絡体制・履行体制表 

　　②　資格者名簿（本業務に必要な資格） 

　　③　仮設・搬入計画 

(ｲ)　整備要領書 
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　　整備毎に整備手法、手順など詳細な作業手順書を記載すること。 

(ｳ)　立会項目一覧表 

施設管理者の立会を要する項目と予定日時を記載すること。 

ウ　品質管理　　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

　(ｱ)　品質管理体制・社内検査体制表 

(ｲ)　測定機器一覧 

使用予定測定機器の検査成績書及び校正履歴等の管理記録 

(ｳ)　品質管理チェックシート 

自主検査で確認する項目・基準・精度の目標等を記したもの 

 ⑶　現場作業中に提出するもの（該当しない項目は除外可） 

ア　作業日報　　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

イ　週間予定表　　　　　　　　　　　　　　　　１部 

 ⑷　業務完了時に提出するもの（該当しない項目は除外可） 

　ア　提出図書目録　　　　　　　　　　　　　　　２部 

イ　整備報告書　　　　　　　　　　　　　　　　２部 

整備毎に整理し、一括提出すること。 

整備及び検査等に使用する測定機器等については、検査成績書及び校正履歴など

の管理記録を併せて提出すること。 

また、該当設備・機器について熟知した者が作業を行い、次回交換推奨部品や点

検推奨項目等を報告書に記載すること。 

ウ　業務記録写真　　　　　　　　　　　　　　　２部 

業務記録写真は、各整備の整備前、整備中、整備後を撮影し提出すること。 

原則として印刷物及び電子媒体の両方を提出すること。印刷物の１部は両面カラー

コピーとする。また、写真の整理は以下のとおりとする。 

・写真は、有効画素数が100万画素程度から300万画素程度（1200×900ピクセル程

度から2000×1500ピクセル程度）のデジタル写真とする。 

・写真の大きさは、原則としてDSC（８９×１１９)とする。 

・写真はＡ４Ｓ版以内のファイルに整理する。 

・プリンターはフルカラーで３００ｄｐｉ以上 

・用紙、インク等は通常の使用条件のもとで、３年間程度顕著な劣化の生じないもの 

エ　試験成績表（各種測定表を含む) 　　　　　　２部 

測定結果については、委託者が別途示す基準値及び許容値を併記し、良否判断が

可能な構成とすること。 

オ　業務完了届　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２部 

カ　完成図面等　（更新機器がないので不要とする） 0部 

⑸　発注者の必要に応じて提出を求めるもの 

名称及び提出時期は次のとおり。 

ア　法定検査用図書(法定検査前)　　　　　　　　　　  １部 

イ　施設管理担当者との打合せ記録簿（打合せの都度)　 １部 

ウ　異常報告書（速報） 

各種測定記録時に管理基準値外の数値を計測した場合又は異常の疑いが見られる場合に

はただちに速報を提出すること。 

⑹　提出図書等の様式 

提出する書類等の様式は、事前に施設管理担当者と協議のうえ、承諾を受けること。 

２　検査に使用する測定器及び計装用計器（以下、「測定器等」という） 

⑴ 検査に使用する測定器等は、校正又は点検調整済みの機器とし、事前に校正記録、検査成

績書、点検表及び使用期限を明示した記録を提出し、施設管理担当者の承諾を受けること。 

⑵　測定器等は、その測定に必要とされる精度のものを使用すること。 

⑶　測定器等は十分な保管管理を行い、使用しない時は専用のケース及び場所に保管し損傷等

による測定値の誤りのないようにすること。 
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⑷　測定器等を損傷させた場合及び誤測定が発生した場合は、代替品により再測定を行うこ

と。 

この場合も⑴同様事前承諾を受けること。 

３　適用法令 

⑴　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「電気事業法」「労働安全衛生法」等の関係

法令に基づいて業務を行うこと。 

⑵ 　その他適用法令及び適用規格 

業務の履行にあたり、下記の関連法令及び規格を遵守すること。 

ア　日本産業規格 

イ　内線規程 

ウ　消防法 

エ　建築基準法 

オ　建設業法 

カ　その他関連法令、規格 

４　業務条件 

業務の実施時間帯は、原則として下記のとおりとする。 

業務時間：８時３０分～１７時００分 

休日（土・日曜日及び祝祭日)に業務を行う場合及び上記時間帯を超過する場合は、施設

管理担当者と協議すること。 

⑴　ごみ受入、ごみ焼却炉の運転、焼却灰搬出の停止期間及び履行期間中の他予定業務・

工事は特記による。 

⑵　施設内入退出について 

施設内への入退出場所・方法・時間については、施設管理担当者と調整し、承諾を受

けること。 

５　業務責任者等 

⑴　業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。

なお、副業務責任者を選任する場合や業務責任者等に変更があった場合も同様とする。 

ア　氏名 

イ　生年月日 

ウ　経歴書 

エ　受託者との雇用関係を証明する書類等 

⑵　業務責任者は常駐とし、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、

その周知徹底を図ること。業務責任者がやむを得ない理由により常駐しない期間が発生する

場合は、副業務責任者が常駐すること。なお、常駐とは、実際に整備作業（資材・機材の搬

入、仮設作業等を含む）が行われている期間を示し、以下の期間を除く。 

ア　契約から現場施工に着手するまでの期間 

イ　炉の切替期間など、整備作業が全面的に一時中止している期間 

⑶　本業務期間中に別契約の業務委託又は工事と重複する場合、他の業務責任者または現

場代理人との工程調整を図ること。 

６　業務担当者 

⑴　次のような資格者による作業が必要な場合、関係法令等に従い、適切に有資格者を配

置すること。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。 

ア　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

イ　第１種電気工事士 

ウ　その他関連法令等上で必要となる資格 

７　建物内外施設等の利用 

⑴　居室等の利用 

原則として利用できない。 

⑵　資材置場、仮設事務所 

資材置場、仮設事務所等に必要とする用地については、施設管理担当者と十分協議
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し、当工場の運転管理に支障が生じないように計画すること。 

８　駐車スペースの利用 

業務履行に伴う車両の駐車に必要とする用地は、別図に示すので施設管理担当者と十分

協議し、当工場の運転管理に支障が生じないよう計画し利用すること。 

９　安全衛生管理 

⑴　業務責任者は業務担当者の労働安全衛生に関する安全教育に努め、関係法令に従い作

業環境を良好な状態に保つことに留意し、特に換気、騒音防止、照明の確保等に心掛け

ること。 

⑵　酸欠等作業場所 

施設内は、酸素欠乏等の危険な箇所もあることから事前に確認し、業務担当者に周知

するとともに、法律等関係法令を遵守し事故防止に努めること。 

１０　火気の取扱 

火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱

いに際しては十分注意すること。 

１１　喫煙の禁止 

喫煙は、工場敷地内（車両内を含む）において禁止する。 

１２　出入禁止箇所 

業務に関係のない場所及び部屋への出入は禁止する。 

１３　服装等 

⑴　業務関係者は、特記事項による他、業務に適した服装、履物で業務を実施すること。 

⑵　業務関係者は、前号に定める場合、また特別な作業に従事する他は、名札又は腕章の

着用を義務付ける。 

１４　施設管理担当者の立会い 

作業に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、原則事前の申し出による。 

１５　業務の立会い、確認 

施設管理担当者の指示に従い、次の立会い、確認を受けること。 

⑴　業務開始前 

当該設備の現状を確認し、履行体制等の準備の後、原則として施設管理担当者の確認

を受けること。 

⑵　業務実施中 

ア　自主検査 

受託者は、各機器の整備終了次第チェックシート等により検査し、報告すること。 

イ　段階確認ほか 

各整備は、指定された期間内に実施するものとし、前述の自主検査を終了した後、

施設管理担当者の立会、確認を受けること。 

なお、施設管理担当者より改善指示書が出された場合は指定する期日までに改善す

るとともに、当該箇所の改善報告書を提出し、施設管理担当者の立会、確認を受ける

こと。 

１６　復　旧 

他の設備及び既存物件の損傷、汚染防止に努め万一損傷又は汚染が生じた場合は、速

やかに施設管理担当者へ報告するとともに、受託者の責任において原状復旧すること。 

 

１７　その他 

⑴　作業は本仕様書に基づいて行い、部品等について明記のない場合及び汎用品を除き、

部品等はメーカー純正品とし規格・型番等は厳格に守ること。 

⑵　各作業について職種別に人工数を作業日誌等で報告すること。 

⑶　各機器整備後の試運転調整、完了条件は特記事項による。 

⑷　特許等に関わる事項は、受託者にて整理すること。 
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Ⅲ　特記事項 

 

１　受託者の負担の範囲 

受託者の負担の範囲は次による。 

⑴　業務の実施に必要な車両に係る経費 

⑵　業務の実施に必要な工具、校正証書付計測器等機材（機器付属品は除く) 

⑶　業務の実施に必要な消耗部品、材料、油脂等（支給品除く)  

⑷　業務の実施に必要な事務所等の仮設設備 

⑸　業務の実施に必要な電気料金 

⑹　業務の実施に必要な外線電話等の使用に係る経費 

⑺　文具等の事務消耗品 

⑻　日誌及び報告書の用紙、記録ファイル 

２　業務条件 

⑴　履行期間中においても、ごみの受入れ及び焼却炉の運転は継続していることから、関

連設備の整備を行う場合は、運転中の焼却炉等に支障のない方法で行うこと。 

⑵　履行期間中において、焼却炉の運転休止に関る作業については施設管理担当者と綿密

な調整を図りながら、次の予定停止期間内で実施すること。 

⑶　焼却炉等の予定停止期間（計画） 

ア　焼却施設　中間整備期間 

​1号炉：令和8年6月3日～令和8年6月29日 

​ 2号炉：令和8年6月1日～令和8年6月24日 

(全停電期間) 

令和8年6月13日～令和8年6月14日 
なお、上記予定は令和８年１月時点のものであり、日程は変更される場合がある。 

⑷　本業務履行期間中における他予定業務、工事は次のとおりである。 

ア　発寒清掃工場焼却設備中間整備業務 

イ　発寒清掃工場クレーン設備中間整備業務 

ウ　発寒清掃工場ダイオキシン濃度測定業務 

エ　発寒清掃工場計装システム保守業務 

オ　発寒清掃工場ポンプ設備整備業務 

カ　発寒清掃工場　空気圧縮機設備整備業務 

３　ダイオキシン類ばく露対策 

整備にあたっては、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」

（平成26年1月10日付基発0110第1号) に基づき作業を実施するものとし、粉じん対策ダイ

オキシン類飛散防止対策については、次のことに留意すること。 

⑴　ダイオキシン飛散防止要領（該当しない項目は除外可） 

ア　委託者主催のダイオキシン類ばく露防止対策委員会に出席すること。 

イ　前号協議事項及び受託者が提出するダイオキシン類飛散防止計画書に基づき養生した

後、施設管理担当者の承諾を受けること。 

ウ　エアシャワー室（附帯する設備及びエアシャワー室用エアを含む) は、他業務で設置し

た設備又は工場に設置されている設備を使用すること。 

⑵　管理区域 

保護具は管理区域別に、施設管理担当者の承諾を得て措置すること。 

 場所名 管理区域 保護具レベル 備　考 

ア 炉室 第1管理区域 レベル１  

     

 

４　仮設設備等及び作業動線養生 

⑴ 　事前に仮設計画書を提出し、施設管理担当者の承諾を得ること。 

⑵ 　通路及びエレベーター等の作業動線を養生すること。 
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５　緊急措置 

本仕様書に明記していない不測の事態が発生した場合は、速やかに施設管理担当者に報

告の上、処置方法を協議し対処すること。 

６　支給材料 

整備仕様に示すとおり。 

また、支給材料の数量、外観、機能検査を行い、疑義がある場合は直ちに施設管理担当

者へ連絡すること。 

７　廃棄物の処理 

　⑴ 　業務の実施に伴う発生材の処理先（引渡場所）は以下のとおりとする。 

 発生材・廃棄物名 処理先（引渡場所） 

ア 廃金属 廃材置場 

イ 廃油 廃油置場 

ウ その他可燃物 工場指定場所 

   

⑵ 　仮設事務所から出る廃棄物及び仮設便所の処理費用は、受託者の負担とする。 

８　完了確認 

受託者は、各設備・機器の整備終了後、以下の⑴⑵の検査、並びに⑶の合格条件を満た

していることの確認を受けること。 

⑴　個別機器の整備報告書等に基づく検査 

⑵　試運転 

ア　個別機器の試運転検査 

イ　各焼却炉の試運転検査 

⑶　合格条件 

ア　前述の検査において不具合、不良箇所が発見されない場合。 

イ　前述の検査において不具合が発見された場合、直ちに原因の調査、報告を行い、補

修方法等について協議するものとし、 

(ｱ)　その原因が受託者の責に帰するものである場合は、受託者の責任により復旧し、

再度、前号と同様の検査方法により不具合が発見されない場合。 

(ｲ)　その原因が受託者の責に帰するものでない場合。 

９　環境負荷の低減 

⑴　本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、

環境負荷の低減に努めること。 

⑵　施設内清掃作業にあたっては、環境に配慮した資機材及び装備等を使用し、極力節約

に努めること。 

⑶　自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリン

グストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

⑷　本業務の履行において使用する物品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。 

⑸　業務に伴い排出される廃棄物は極力、減量、リサイクルすること。 

１０　その他 

⑴ 　本仕様書に明記のない事項については、施設管理担当者と協議して決定する。 

⑵ 　疑義の発生についても前号と同様とする。 
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整　備　仕　様　書

設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 1 真空遮断器
精密点検整備

2 １．精密点検（別紙点検表「真空遮断器精密点検表」「真空遮断器点検表」による）を行うこと。

電
　
気
　
設
　
備

～ (1) 外観点検を行うこと。

7 (2) 真空度試験を行うこと

(3) 絶縁抵抗試験を行うこと。

(4) 制御回路の絶縁測定を行うこと。インバーター回路は測定しないこと。

(5) 開時時間，閉時時間の測定を行うこと。

(6) 主接点の磨耗度を確認すること。

(7) 最低動作電圧を測ること。

(8) 開閉回数を記録すること。

(9) 受電し、遮断器に異常が無いことを確認すること。

(10) 主回路の接触抵抗測定を行うこと。

２．点検対象機器は次のとおり。

(1) 真空遮断器 52R VF-20DM-DG 三菱電機製 1台

(2) 　　〃 52G VF-32CM-DAS 三菱電機製 1台

(3) 　　〃 52F1 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(4) 　　〃 52F7 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(5) 　　〃 52F8 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台
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設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 2 真空遮断器
1年点検整備

2 １．1年点検整備を行うこと。

電
　
気
　
設
　
備

～ (1) 外観点検・動作確認

5 (2) 絶縁抵抗試験を行うこと。

(3) 清掃・注油を行うこと。

8

２．点検対象機器は次のとおり。

(1) 真空遮断器 52GB VF-32DM-D 三菱電機製 1台

(2) 　　〃 52S VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(3) 　　〃 52F2 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(4) 　　〃 52F3 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(5) 　　〃 52F4 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(6) 　　〃 52F5 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(7) 　　〃 52F6 VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(8) 　　〃 52F9A VF-25DM-DG 三菱電機製 1台

(9) 　　〃 52F9B VF-25DM-DG 三菱電機製 1台
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設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 3 真空電磁接触器
1年点検整備

2 １．1年点検整備を行うこと。

電
　
気
　
設
　
備

(1) 外観点検・動作確認

4 (2) 絶縁抵抗試験を行うこと。

(3) 清掃・注油を行うこと。

13

２．点検対象機器は次のとおり。

(1) 電磁接触器 88C1 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台

(2) 　　〃 88C2 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台

(3) 　　〃 88C3 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台

(4) 　　〃 88C4 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台

(5) 　　〃 88C5 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台

(6) 　　〃 88C6 VZ2-DE-E 三菱電機製 1台
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設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 4 低圧気中遮断器
精密点検整備

2 １．精密点検（別紙点検表「 ACB点検表」「ACB内蔵引外しRy試験表」による）を行うこと。

電
　
気
　
設
　
備

～ (1) 外観点検・動作確認

4 (2) 絶縁抵抗試験を行うこと。

(3) 清掃・注油を行うこと。

10 （4） 開閉（投入・引外し）操作試験

（5） 電動チャージ時間の測定

２．点検対象機器は次のとおり。

(1) 低圧気中遮断器 43S AE2000-SW 三菱電機製 1台

(2) 低圧気中遮断器 43D AE2000-SW 三菱電機製 1台

5 低圧気中遮断器
1年点検整備

2 １．1年点検整備を行うこと。

～ (1) 外観点検・動作確認

4 (2) 絶縁抵抗試験を行うこと。

(3) 清掃・注油を行うこと。

9 ２．点検対象機器は次のとおり。

～ (1) 低圧気中遮断器 52D AE2000-SH 三菱電機製 1台

12 (2) 　　〃 52L11 AE4000-SW 三菱電機製 1台

(3) 　　〃 52L12 AE4000-SW 三菱電機製 1台

(4) 　　〃 43L AE4000-SW 三菱電機製 1台

(5) 　　〃 52L2 AE1250-SW 三菱電機製 1台

(6) 　　〃 52L3 AE2000-SW 三菱電機製 1台

(7) 　　〃 52L4 AE2000-SW 三菱電機製 1台
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設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 6 受電設備シーケンス
点検整備

14 １．点検整備（別紙点検表「操作試験表」「保護連動試験表」による）を行うこと。 １式

電
　
気
　
設
　
備

(1) 受電設備のインターロック試験を行い設備に支障ないことを確認すること。

(2) 各種保護継電器と該当する遮断器が連係動作することを確認すること。

7 保護継電器
点検整備

14 １．点検整備を行うこと。 3１台

(1) 各種保護継電器の動作時間および動作特性が正常な範囲に入っていることを確認すること。

保護継電器の種類及び数は別紙点検表「保護継電器リスト」を参照のこと。

8 受電・需要設備
点検整備

15 １．点検整備を行うこと。 １式

　 (1) 柱上開閉器及び受電ケーブルの点検を行うこと。

(2) 受電ケーブル用支持がいしの点検・清掃を行うこと。

(3) 受電ケーブルは受電盤内接続点で切離して 1000Vメガーにて絶縁測定を行うこと。

（別紙点検表「絶縁抵抗測定試験表」による）

(4) 各高圧配電盤内機器の点検・清掃を行うこと。（別紙点検表「高圧盤関係点検表」による）

(5) 各高圧配電盤内機器及び母線の絶縁測定を行うこと。（別紙点検表「絶縁抵抗測定試験表」

による）　測定は 1000Vメガーで測定すること。

(6) 各変圧器の点検・清掃を行うこと。

(7) 各変圧器一次・二次回路及び ACB二次側の絶縁測定を行うこと。（別紙点検表「絶縁抵抗

測定試験表」による）　高圧側１０００Ｖ低圧側５００Ｖメガーで測定すること。

(8) 受電用変圧器の絶縁油分析（一般特性試験、ガス分析、 CO2+CO法分析）を行うこと。

（一般特性試験は、全酸価、界面張力、水分、誘電正接、体積低効率、絶縁破壊電圧など）

(9) 誘引通風機ケーブルは切換盤内接続点で切離して 1000Vメガーにて絶縁測定を行うこと。

（別紙点検表「絶縁抵抗測定試験表」による）

(10) 接地抵抗の測定を行うこと。（別紙点検表「接地抵抗測定表」による）
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設備 整　備　個　所 図番 整備内容  及び 特記事項 数量
必要資材

数量 備　考
名　　称 規　格　・寸　法

1 9 直流電源装置、非常
用発電機始動用直流
電源装置、無停電電
源装置整備

2 1. 直流電源装置の 1年点検を行うこと。点検項目は別紙点検表「整流器点検記録」「蓄電池

電
　
気
　
設
　
備

点検記録」「蓄電池充電記録」「直流電源装置絶縁抵抗測定記録」を参照のこと。

2 無停電電源装置の 1年点検を行うこと。点検項目は別紙点検表「ｲﾝﾊﾞｰﾀ点検記録」「蓄電池

点検記録」「蓄電池充電記録」「交流無停電電源装置絶縁抵抗測定記録」を参照のこと。

3 点検対象機器は次のとおり。

直流電源装置 TR-SNMR10200-A (株)GSユアサ製 1台 電気室

SNS-200 (株)GSユアサ製 54セル

非常用発電機始動用
直流電源装置

TR-SNWB02030-A (株)ジーエスユアサパワーサプライ製 1台 電気室

SNSX-300 (株)ジーエスユアサパワーサプライ製 12セル

無停電電源装置 RE-UWMTS1030-DA (株)GSユアサ製 1台 電気室

SNS-150 (株)GSユアサ製 180セル

10 発電機設置 １．発電機の設置及び撤去、並びに仮設ケーブルの設置及び撤去を行うこと。 1式 ・発電機 三相4線式 400V 50kVA 
以上

1式

(1) 停電作業前日に発電機を設置し、仮設動力盤に仮設ケーブルの設置を行うこと。

発電機(燃料含む )、仮設ケーブル及び仮設設置に必要な資材は受託者が準備すること。 ・600V CVTケーブル 38ｍｍ2×３C　50m 1式

(2) 停電作業終了日に仮設動力盤から仮設ケーブルを撤去し、発電機を撤去すること。

11 全停電対応 １．停電作業時においても次の機器を常時使用可能な状態とすること。 1式

①上水揚水ポンプ No.2 ・上水揚水ポンプ電動機 7.5kW 50Hz  420V 14.4
A

1台 1F給水設備室

②床洗ポンプ№2 ・床洗ポンプ電動機 37kW 50Hz  420V 66.3A 1台

③遠隔操作式放水銃 ・遠隔操作式放水銃制御盤 50Hz  420V 15A 1面

仮設ケーブル及び仮設設置に必要な資材は受託者が準備すること。
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別紙　　点検表



真空遮断器精密点検表

No. 点検箇所 点検項目 点検方法等 備考

1

操作装置
（操作機構を含む)

スプリングの発錆、変形、損傷の有無

目視及び手動開閉による動作確認、清掃及び
注油(必要に応じて)

2 各部締付部の異常の有無

3 各摺動部の磨耗等異常の有無

4 異物混入の有無

5 構成物の発錆、汚損の有無

6 止め輪、割りピン類の脱落･変形の有無

7

低圧制御回路

断線の有無、締付状態の異常の有無

目視、増し締め、ベルによる確認

8 電圧引外し装置可動部の過度の磨耗の有無

9 電圧引外し装置ｺｲﾙの変色等異常の有無

10 コンデンサ引外し装置のネオランプ点灯確認

11 補助開閉器のリンクのがた、接触状態の確認

12
高圧回路

端子部の締付状態の確認及び導電部変色の有無
目視、増し締め、清掃

13 絶縁物の表面の湿気、塵埃の付着、破損の有無

14

真空バルブ

接点の消耗状態の確認 接点消耗目安線で判定

15 真空度の確認 真空チェッカーによる確認

16 真空容器の表面の湿気、塵埃の付着の確認 目視、清掃

17 開閉表示器 表示が正常か確認 目視

18
絶縁抵抗測定

主導電部は500MΩ以上か
測定器にて測定

19 制御回路は2MΩ以上か

20
開閉特性試験

投入操作試験
手動操作で異常ないことを確認し、電気操作試
験を行う

21 引外し操作試験



主接点の磨耗はよいか　　　　　　　　　　　　  （別紙参照）

主回路の接触抵抗はよいか　　　　　　　　　  

真空バルブの真空度はよいか　　　　　　 （別紙参照）

最低動作電圧は基準値内か(投入・遮断)　（別紙参照）

高圧側、制御回路の絶縁抵抗値はよいか　（別紙参照）

三相不揃いはよいか                           （別紙参照）

 

備
　
　
　
考

機構部の注油はよいか

相間バリアに損傷はないか

全体の汚れはないか

制御用の配線、コネクタに異常はないか

手動操作及び電動操作の状態はよいか

表示器の状態はよいか

絶縁ロットに亀裂、破損、変形はないか

各部の緩みはないか

バルブの取り付け状態、締め付けはよいか

一次、二次接触部の接触状態はよいか

構 造 ・ 電 路 接 続 部 等 点 検 項 目

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 結 果

バルブの表面に損傷はないか

製 造 年

定 格 電 圧 製 造 番 号

定
　
 

格

製 造 者 名

定格遮断電流

定格遮断時間

型 式 操 作 電 源

盤 名 デバイス名

　真空遮断器点検表　

A.日　　時

天　候
温　度　(℃) 湿　度　(％)

屋　外 屋　内 屋　外 屋　内
実　　施　　日　　時

B.点検記録

定 格 電 流



－－－

－－－

－－－

３．主接点の磨耗量（残り分）

　 　 　

①　２２ｋＶ１分間加圧

（82.5V以下）

（66.0V以下）

　 　 　 　 　 　

使用測定器 型　　式

※　開極時間

※開極寸法：9.0～12.5mm

製 造 者 名

※　三相不揃（閉極、開極）

※　閉極時間

（ｍｍ）

製 造 番 号 定　　　　格

４．真空バルブの真空度試験

　 　 　

開 極 時 Ｖ で 動 作

D,測定器具銘板

（２次電流

定格DC110Vの 60%以下

製 造 年 月

閉極時間 開極時間 三相不揃　　（閉極） 三相不揃　　（開極）

高圧側 (電源負荷側間 ) 高 圧 側 （ 接 地 間 ）

２．三相不揃　(閉極、開極）と閉極時間、開極時間　　

（ｍｓ）

C.測定記録

１．絶縁抵抗値

Ｓ－Ｔ

※　絶縁抵抗　：　高圧側　（１０００Ｖ）、　５００ＭΩ以上

※　絶縁抵抗　：　制御回路（５００Ｖ）、　　２ＭΩ以上

Ｔ－ＲＴ－Ｒ Ｒ－ＳＲ－Ｓ Ｓ－Ｔ

高 圧 側 ( 相 間 )

Ｒ－Ｓ Ｓ－Ｔ

（ＭΩ）

Ｔ－Ｒ Ｒ Ｓ Ｔ Ｒ－Ｅ Ｓ－Ｅ Ｔ－Ｅ
制 御
回 路

開極寸法　Ｔ相

抵抗値　Ｒ相 抵抗値　Ｓ相

ﾜｲﾌﾟ長　Ｒ相 ﾜｲﾌﾟ長　Ｓ相 ﾜｲﾌﾟ長　Ｔ相

６．接触抵抗測定試験

抵抗値　Ｔ相

閉 極 時 Ｖ で 動 作 定格DC110Vの

ｍＡ）

５．最低動作電圧試験

75%以下

※ワイプ長：3.2～5.5mm

開極寸法　Ｒ相 開極寸法　Ｓ相



ACB点検表
点検日　　年　　月　　日

用　　途　　名

形　　　　　名

定　格　電　流

製　造　番　号

製　造　年　月

過電流検出装置形名、製造番号

点検項目 点検方法 判定基準点検者

回転計動作確認、回数 目視確認 点検前／点検後

ON,OFF状態 目視確認 点検前／点検後

外
　
観

ベース、カバー破損の有無

目視点検
有害な損傷がな
いこと

手動ハンドル破損の有無

制御端子台破損の有無

主回路導体の損傷の有無

OCT破損の有無

引出しインジケータ破損の有無

絶
縁
抵
抗

主回路異極端子間
500Vメ
ガー使用
大地とは
側板部

5MΩ以上
電源－負荷端子間

主回路－大地間

制御回路－大地間

内
部
状
態

接点の消耗 目視確認

消弧グリッドの消耗

目視確認

著しく有害でな
いこと、部品の
忘れ、破損、脱
落、混入のない
こと

機構部の発錆、異常摩耗

Cリング、割ピン等の確認

チャージ機構に異常はないか

投入機構に異常はないか

トリップ機構に異常はないか

汚損、異物混入の有無

開閉操作 手動操作 円滑であること

付
属
装
置
動
作

補助スイッチ

操作確認

動作が円滑であ
り確実に動作す
ること、および確
実に切替ること

ＯＣＲ警報スイッチ

電圧引外し装置

不足電圧引外し装置

電動操作装置

セルスイッチ

安全シャッター

挿入、引出し機構

電動チャージ

電気操作
確認

5ｓ以下

投入コイル　最低動作電圧 75V以下

　　　　　　動作時間 80ms以下

引外コイル　最低動作電圧 70V以下

　　　　　　動作時間 40ms以下

各部ねじの緩み 緩みのないこと

注油の要否 目視確認 注油

清　　掃

点検結果
その他総合所見

＊チェック記号　　〇：良好　　△：手直し済み　　◎：取替済み　　×：取替要　　－：点検不要

増締め及び
目視確認



ACB内蔵引外しRy試験表
試験実施日

試験者

１）定格電流（In）＝最大定格電流（In max）×整定値（＊１）

２）連続通電電流（Iu）＝定格電流（In）×整定値（＊２）

３）動作保証値

　３－１）長限時（L)

　　動作時間（Il）＝Iu×１．０５～１．２５ 動作時間（Tl）＝LTD TIME（＊３）±２０％（Input　Iu×２００％）

　３－２）短限時（S)

　　動作時間（Iｓ）＝Iｎ×整定値（＊４）±１５％ 動作時間（Ts）＝STD TIME（＊５）±２０％（Input　Is×１５０％）

　但し、整定値０の時０．０４～0.08(s)以内

　３－３）瞬時（I)

　　動作時間（Iｉ）＝Iｎ×整定値（＊６）±１５％ 動作時間（Tｉ）０．０４（ｓ）以内（Input　Iｉ×１５０％）

　３－４）地絡（G)

　　動作時間（Iｇ）＝Iｇ（＊７）±２０％ 動作時間（Tｇ）＝Ｔｇ（＊８）±２０％（Input　Iｉ×１５０％）

注）長限時動作電流　In×Iu＝１００％　　短限時・瞬時動作電流　In＝１００％

機器名称
測　定　値

結果形式（製造番号）

整定値 項目 長限時（L) 短限時（S) 瞬時（I) 地絡（G)

機器名称（デバイス） 動作電流
（％） ―

形式（本体）

MODEL(リレー）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

製造番号

In（＊１） Iu（＊２） 動作時間
（S） ―

LT(*3）

Is（＊４） ST(*5）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

INST Ii（＊６）

Ig（＊７） Tg（＊８）

機器名称（デバイス） 動作電流
（％） ―

形式（本体）

MODEL(リレー）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

製造番号

In（＊１） Iu（＊２） 動作時間
（S） ―

LT(*3）

Is（＊４） ST(*5）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

INST Ii（＊６）

Ig（＊７） Tg（＊８）

機器名称（デバイス） 動作電流
（％） ―

形式（本体）

MODEL(リレー）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

製造番号

In（＊１） Iu（＊２） 動作時間
（S） ―

LT(*3）

Is（＊４） ST(*5）
―　～　― ―　～　― ―　～　― ―　～　―

INST Ii（＊６）

Ig（＊７） Tg（＊８）

整定値

整定値

整定値



操　作　試　験　表

No.操作機器
現場側 中央側

備　考
入 切 RL GL 入 切 RL GL

1 52R 〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

2 52S
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

＊運転条件－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

3 52F1
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

4 52F2
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

5 52F3
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

6 52F4
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

7 52F5
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

8 52F6
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

9 52F7
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

10 52F8
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

11 52GB
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

12 52F9A
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

13 52F9B
〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇

－ 〇 － 〇 〇 － 〇 － 〇 〇

＊運転条件：①並列運転盤遮断器選択SW52S側のこと

　　　　　　②52R運転

【ランプテスト】テストボタン長押し、【表示復帰】１回押し

結果
中央
表示

現場
表示

①89R操作中でないこ
と
②並列運転盤制御電
源ON

（以下余白）



保　護　連　動　試　験　表
故　障　名　称 デバイス トリップする機器 表示 警報 結果 備　考

PAS地絡 67R1 PAS

受電過電流 51R 52R,52S

受電地絡 67R2 52R,52S

受電短絡方向 67S 52R,52S 〇 〇

受電電圧低下 27R 52R,52S 〇 〇

ＴＲＲ－１比率作動 87R 52R,52S 〇 〇

受電過電圧 59R 52R,52S 〇 〇

北電転送遮断 85R 52R,52S

受電不足周波数 95R 52R,52S 〇 〇

受電地絡電圧 64R － 〇 〇

受電逆電力 67P － 〇 〇

受電変圧器二次過電流 51S 52R,52S 〇 〇

受電変圧器二次電圧低下 27S － 〇 〇

3.3kV母線地絡電圧 64S － 〇 〇

発電機分岐地絡 67GF10 52GB 〇 〇 64SとAND

51F1 52F1 〇 〇

67GF1 52F1 〇 〇 64SとAND

51F2 52F2 〇 〇

67GF2 52F2 〇 〇 64SとAND

400V動力変圧器一次(2)過電流 51F3 52F3 〇 〇

400V動力変圧器一次(2)地絡 67GF3 52F3 〇 〇 64SとAND

200V動力変圧器一次過電流 51F4 52F4 〇 〇

200V動力変圧器一次地絡 67GF4 52F4 〇 〇 64SとAND

照明変圧器一次過電流 51F5 52F5 〇 〇

照明変圧器一次地絡 67GF5 52F5 〇 〇 64SとAND

進相コンデンサ主幹過電流 51F6 52F6 〇 〇

進相コンデンサ主幹地絡 67GF6 52F6 〇 〇 64SとAND

破砕工場一次盤過電流 51F7 52F7 〇 〇

破砕工場一次盤地絡 67GF7 52F7 〇 〇 64SとAND

51F8 52F8 〇 〇

200V動力変圧器（２）一次地絡 67GF8 52F8 〇 〇 64SとAND

１号誘引通風機過電流 51F9A 52F9A 〇 〇

１号誘引通風機地絡 67GF9A 52F9A 〇 〇 64SとAND

２号誘引通風機過電流 51F9B 52F9B 〇 〇

２号誘引通風機地絡 67GF9B 52F9B 〇 〇 64SとAND

＊表示用にNFB-ANN、NFB-KUに仮設100V入力

受電→売電へ表示切替

400V動力変圧器一次(1-1)過電流

400V動力変圧器一次(1-1)地絡

400V動力変圧器一次(1-2)過電流

400V動力変圧器一次(1-2)地絡

200V動力変圧器（２）一次過電流

盤内補助リレー(85RX)強
制動作



点検
整備

交換

1 27S、64S 受電変圧器2次不足電圧
受電変圧器2次地絡過電流

1 ● CBV3-A01D1

2 51R 受電過電流 1 ● CFP1-A0D1

3 51S 受電変圧器2次過電流 1 ● CFP1-A01D1

4 64R 受電地絡過電流 1 ● LVG-7

5 27R、59R 受電過電圧
受電三相不足電圧

1 ● CBV2-A01D1

6 67S 受電三相方向短絡 1 ● 95R、67Pを含む
CPP1-A02D2

7 87R 受電比率差動 1 ● CAC1-A01D2

8 95R 受電過周波数 ● 67Sに含む

9 CFD-F9A 過電流･方向地絡 1 ● CFP1-A01D1

10 CFD-F9B 過電流･方向地絡 1 ● CFP1-A01D1

11 55S 自動力率調整装置(APFR) 1 ● VAR-6A

27G 発電機不足電圧

51G 発電機過電流

59G 発電機過電圧

67G 発電機逆電力

67GG 発電機方向地絡

95G 発電機不足周波数

13 87G 発電機比率差動 1 ● 更新後：CGP2-A42D1

14 67P 受電逆電力 ● 67Sに含む

15 67R1 PAS方向地絡 1 ● LTR-P-D

16 67R2 受電方向地絡 1 ● LDG-71

17 51F1
67GF1

400V動力変圧器(1-1)過電流
400V動力変圧器(1-1)方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

18 51F2
67GF2

400V動力変圧器(1-2)過電流
400V動力変圧器(1-2)方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

19 51F3
67GF3

400V動力変圧器(2)過電流
400V動力変圧器(2)方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

20 51F4
67GF4

200V動力変圧器過電流(1)
200V動力変圧器方向地絡(1)

1 ● CFP1-A01D1

21 51F5
67GF5

照明変圧器過電流
照明変圧器方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

22 51F6
67GF6

進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ過電流
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

23 51F7
67GF7

3.3KV破砕送電過電流
3.3KV破砕送電方向地絡

1 ● CFP1-A01D1

24 51F8
67GF8

200V動力変圧器過電流(2)
200V動力変圧器方向地絡(2)

1 ● CFP1-A01D1

25 67GF10 発電機連絡方向地絡 1 ● CFP1-A01D1

26 27D 発電機不足電圧 1 ● MUV-A1V-RD

27 51D (R),(T) 発電機過電流 2 ● MOC-A1V-RD

28 51DG 発電機地絡 1 ● LEG-140L

29 59D 発電機過電圧 1 ● MVR-2-D

30 67R3A 受電変圧器一次地絡方向 1 ● CFP1-A03D1

31 67R3B 受電変圧器二次地絡方向 1 ● CFP1-A03D1

32 90R 受電電圧調整 1 ● EAVR-11B010100

31 31 0合　　　　　　計

No. 対　象
作業対象

台数

受配電設備
単要素継電
器

ＤＧ設備
単要素継電
器

受配電設備
複要素継電
器

受配電設備
複要素継電
器

受配電設備
複要素継電
器

ＴＧ設備
特殊継電器

1 ● 更新後：CGP1-A41D112

備考

保　護　継　電　器　リ　ス　ト

受配電設備
特殊継電器



高圧盤関係点検表（１）
チェック記号　　〇 ： 良好　　△ ： 要注意　　◎ ： 取替済み　　× ： 取替要す（対策要す）　　－ ： 該当なし

盤記号 MOA MOB HP-PT,L RPA RPA-R1 RPB-R1 RPB MP-GPT

盤　名　称

Ｇ
Ｐ
Ｔ
盤

点　検　項　目

1
盤
構
成
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

２
主
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

母線接続部の絶縁処理確認

異物混入の有無

３
制
御
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無

発錆の有無

異物混入の有無

電線の端末処理確認

４
機
構
部
及
び
接
触
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

外付けSW機構部動作確認

リミットSW（位置表示器）動作確認

機構部動作及び接触部確認

DS操作　機構部動作及び接触状態確認

PT台車操作機構部及び１次、２次接触部確認

１次、２次端子の接触部確認

５
復元確認 分解前の状態をメモしたか

メモ通りに復元したか

６ 復電後の確認（客先立会いによる）

備　　考

絶縁物（支持板等）の点検（結露、放電等の痕跡の有無）

取
引
用
Ｐ
Ｃ
Ｔ
盤
⑴

取
引
用
Ｐ
Ｃ
Ｔ
盤
⑵

Ｐ
Ｔ
・
Ｌ
Ａ
・
Ｚ
Ｐ
Ｃ
盤

受
　
　
電
　
　
盤

高
圧
側
母
線
処
理
盤

低
圧
側
母
線
処
理
盤

受
電
変
圧
器
二
次
盤

（分解する場
合）



高圧盤関係点検表（２）
チェック記号　　〇 ： 良好　　△ ： 要注意　　◎ ： 取替済み　　× ： 取替要す（対策要す）　　－ ： 該当なし

盤記号 MP-F10 MP-F1 MP-F2 MP-F3 MP-F4 MP-F5 MP-F7 MP-F6

盤　名　称 進
相
コ
ン
デ
ン
サ

主
幹
盤

点　検　項　目

1
盤
構
成
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

２
主
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

母線接続部の絶縁処理確認

絶縁物（支持板等）の点検（結露、放電等の痕跡の有無）

異物混入の有無

３
制
御
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無

発錆の有無

異物混入の有無

電線の端末処理確認

４
機
構
部
及
び
接
触
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

外付けSW機構部動作確認

リミットSW（位置表示器）動作確認

機構部動作及び接触部確認

DS操作　機構部動作及び接触状態確認

PT台車操作機構部及び１次、２次接触部確認

１次、２次端子の接触部確認

５
復元確認 分解前の状態をメモしたか

メモ通りに復元したか

６ 復電後の確認（客先立会いによる）

備　　考

発
電
機
分
基
盤

４
０
０
V

動
力
用
変
圧
器
一
次
盤

１
❘
１

４
０
０
V

動
力
用
変
圧
器
一
次
盤

１
❘
２

４
０
０
V

動
力
用
変
圧
器
一
次
盤
⑵

２
０
０
V

動
力
用
変
圧
器
一
次
盤

照
明
用
変
圧
器
一
次
盤

破
砕
工
場
一
次
盤

（分解する場
合）



高圧盤関係点検表（3）
チェック記号　　〇 ： 良好　　△ ： 要注意　　◎ ： 取替済み　　× ： 取替要す（対策要す）　　－ ： 該当なし

盤記号 MP-F9A MP-F9B

盤　名　称
1
号
誘
引
通
風
機
盤

2
号
誘
引
通
風
機
盤

点　検　項　目

1
盤
構
成
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

２
主
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

母線接続部の絶縁処理確認

絶縁物（支持板等）の点検（結露、放電等の痕跡の有無）

異物混入の有無

３
制
御
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無

発錆の有無

異物混入の有無

電線の端末処理確認

４
機
構
部
及
び
接
触
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

外付けSW機構部動作確認

リミットSW（位置表示器）動作確認

機構部動作及び接触部確認

DS操作　機構部動作及び接触状態確認

PT台車操作機構部及び１次、２次接触部確認

１次、２次端子の接触部確認

５
復元確認
（分解する場
合）

分解前の状態をメモしたか

メモ通りに復元したか

６ 復電後の確認（客先立会いによる）

備　　考



高圧盤関係点検表（4）
チェック記号　　〇 ： 良好　　△ ： 要注意　　◎ ： 取替済み　　× ： 取替要す（対策要す）　　－ ： 該当なし

盤記号 MP-F8 SCP-1 SCP-2 SCP-3 SCP-4 SCP-5 SCP-6

盤　名　称

点　検　項　目

1
盤
構
成
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

２
主
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

母線接続部の絶縁処理確認

異物混入の有無

３
制
御
回
路
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無

発錆の有無

異物混入の有無

電線の端末処理確認

４
機
構
部
及
び
接
触
部

汚損部の手入れ（真空掃除機、乾布、ハケによる）

損傷部の有無

締付け緩みの有無　……　増締め

発錆の有無

異物混入の有無

外付けSW機構部動作確認

リミットSW（位置表示器）動作確認

機構部動作及び接触部確認

DS操作　機構部動作及び接触状態確認

PT台車操作機構部及び１次、２次接触部確認

１次、２次端子の接触部確認

５
復元確認 分解前の状態をメモしたか

メモ通りに復元したか

６ 復電後の確認（客先立会いによる）

備　　考

絶縁物（支持板等）の点検（結露、放電等の痕跡の有無）

２
０
０
V

動
力
用
変
圧
器
一
次
盤
⑵

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑴

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑵

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑶

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑷

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑸

進
相
コ
ン
デ
ン
サ
制
御
盤
⑹

（分解する場
合）



絶縁抵抗測定試験表

測定年月日

天　　候

室　　温

湿　　度

メガー測定電圧／管理値
高圧：1000V／6MΩ以上
低圧：500V／0.4MΩ以上

対象設備：高低圧配電盤

＜測定記録　１／２＞

設置場所
（設備名）

測定回路
測定値（MΩ）

結果 備考
対地間 －

受電ケーブル PAS～受電VCT一次

受電盤 受電VCT二次～DS一次

受電盤 DS二次～５２R一次

受電変圧器１次 ５２R二次～変圧器

受電変圧器２次 変圧器～５２S一次

母線 ５２S二次～５２F一次

４００V動力用
変圧器一次盤（１－１）

５２F1二次

４００V動力用
変圧器一次盤（１－２）

５２F2二次

４００V動力用
変圧器一次盤（２）

５２F3二次

２００V動力用
変圧器一次盤

５２F4二次

照明用変圧器一次盤 ５２F5二次

コンデンサ主幹盤 ５２F6二次

破砕工場一次盤 ５２F7二次

２００V動力用
変圧器一次盤（２）

５２F8二次

１号炉誘引通風機盤 ５２F9A二次

２号炉誘引通風機盤 ５２F9B二次

常用発電機 ５２G～タービン発電機

非常用発電機 ５２D～400V発電機



対象設備：高低圧配電盤

＜測定記録　２／２＞

設置場所
（設備名）

測定回路
測定値（MΩ）

結果 備考
対地間 －

４００V動力用変圧器
（TRF－１）

変圧器二次

４００V動力用変圧器
（TRF－２）

変圧器二次

４００V動力用変圧器
（TRF－３）

変圧器二次

２００V動力用変圧器
（TRF－４）

変圧器二次

照明用変圧器
（TRF－５）

変圧器二次

変圧器二次

１号炉誘引通風機盤 切換器～負荷

２号炉誘引通風機盤 切換器～負荷

保安動力変圧器
（TRL－１）

変圧器二次

保安照明変圧器
（TRL－２）

変圧器二次

No.1進相コンデンサ ５２C1二次

No.2進相コンデンサ ５２C2二次

No.3進相コンデンサ ５２C3二次

No.4進相コンデンサ ５２C4二次

No.5進相コンデンサ ５２C5二次

No.6進相コンデンサ ５２C6二次

２００V建築動力用変圧器
（TRF－４（２））



接地抵抗測定表

測定日 令和 年 月 日（ ）天候   温度 ℃ 湿度  ％

測定者 

種別 用途 規定値 測定値 結果 備考

E3 その他 100Ω以下

特 E3 計装機器 10Ω以下

特 E3 400V 変圧器 10Ω以下

E2 変圧器低圧 31Ω以下

E1 電算機 10Ω以下

E1 集塵機（EP） 10Ω以下

E1 避雷器 10Ω以下

E1 高圧機器 10Ω以下

E1 煙突避雷針 10Ω以下

測定器
名称 定格 型式 製造者 製造番号 備考

接地抵抗計

接地線系統図

T1       T2

その他

特E3

E2

E1

特E3 計装機器

400V機器

補助極
Eｐ

Eｃ

E3

E1

変圧器低圧

電算機器

E1

E1

EP

避雷器

高圧機器



整流器点検記録

形　　式 メーカー名

製造番号 点検者

製造年月 周囲温度

No. 判　定　基　準 判定

　定格　三相　　　V

　　　　　～　　　　V以内
　R-S

　　　　　　　V
　T-R

　　　　　　　V

V±　　　％

整流器

負荷

蓄電池

直結負荷
蓄電池充電電圧とほぼ同
電位であること

補償負荷 　　　　　　～　　　V以内

2

3
計器類の誤差範囲内である
こと

動作不良・変形・キズ・亀
裂・変色・発錆・腐食・異
音・異臭・緩み及び異常温
度がなく交換時期を過ぎて
いないこと

MCCB・電磁接触器類

変圧器・リアクトル類

ヒューズ・リレー・タイマー類

制御装置

電解コンデンサ

その他

清掃 盤内外のじんあい・汚れの除去

計器指示確認
0.5級以上の標準器にて計測し計
器との誤差を確認する

℃

　点検前

　　　　　　　　　　　　A
　点検後

　　　　　　　　　　　　A

　点検前

　　　　　　　　　　　　V

　S-T

　　　　　　　V

　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　A

負荷電圧

定格電流値以下であること

　　　定格　　　　A以下

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

結　　　　果

　点検前

　　　　　　　　　　　　A
　点検後

　　　　　　　　　　　　A

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

設置場所

用　　途

点検日

項　　目 内　容

1

　点検後

　　　　　　　　　　　　A

所

見

欄

4 部品状態の確認

運転状態の確認
交流入力電圧

直流出力電圧

直流出力電流



インバータ点検記録

形　　式 メーカー名

製造番号 点検者

製造年月 周囲温度

No. 判　定　基　準 判定

点灯していること

点灯していること

　定格　三相　　　V

　　　　　～　　　　V以内
　R-S

　　　　　　　V
　T-R

　　　　　　　V

　定格　単相　　　V

　　　　　～　　　　V以内
　A-B

　　　　　　　V
　C-A

　　　　　　　V

Ｕ－Ｖ

　定格　　　　Hz

　　　　　～　　　　Hz以内

Ｕ－Ｖ

Ｕ相

　　　　　　　　V±1.5％

2

3
計器類の誤差範囲内である
こと

1

蓄電池充電電圧

CNV・INVユニット類

　点検後

インバータ
出力電圧

　定格　単相　　　V

　　　　　～　　　　V以内
　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

インバータ給電ランプ点灯確認
　点検前

冷却ファン

交流出力電流 定格電流値以下であること

　　　定格　　　　A以下 　点検前

　　　　　　　　　　　　A
　点検後

　　　　　　　　　　　　A

　点検前

　　　　　　　　　　　　A
　点検後

　　　　　　　　　　　　A

交流入力電圧
　S-T

　　　　　　　V

MCCB・電磁接触器類
動作不良・変形・キズ・亀
裂・変色・発錆・腐食・異
音・異臭・緩み及び異常温
度がなく交換時期を過ぎ
ていないこと

変圧器・リアクトル類

ヒューズ・リレー・タイマー類

電解コンデンサ

清掃 盤内外のじんあい・汚れの除去

　点検後

同期ランプ点灯確認
　点検前

所

見

欄

制御装置

その他

4 部品状態の確認

計器指示確認
0.5級以上の標準器にて計測し計器と
の誤差を確認する

　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

　点検前

　　　　　　　　　　　　A
　点検後

　　　　　　　　　　　　A

　点検前

　　　　　　　　　　　　V
　点検後

　　　　　　　　　　　　V

交流出力電圧 インバータ出力電圧とほぼ同
電位であること

　点検前

　　　　　　　　　　　　V

運転状態の確認

バイパス入力電圧
　B-C

　　　　　　　V

インバータ出力周波数
　点検前

　　　　　　　　　　　　Hz
　点検後

　　　　　　　　　　　　Hz

点検日 ℃

項　　目 内　容 結　　　　果

設置場所

用　　途



蓄電池点検記録（制御弁式）

形　　式 メーカー名

製造番号 点検者

製造年月 周囲温度

No. 判　定　基　準 判定

40度以下

2
変形・変色・亀裂・発錆・傷・腐
食がなく開閉・引出しがスムー
ズで引掛かりがないこと

変形・亀裂等がないこと

発錆・腐食・変色等がないこと

亀裂・剥がれ等がないこと

取付不良・損傷等がないこと

　　　　　　　　　　　V±1.0％

　　　　　　　±　　　　V以内

４５℃以下

正常値 ｍΩ未満 個

警告値 ～　　　　　　ｍΩ未満 個

寿命値 ｍΩ以上 個

5 緩み・締付不良がないこと

6

7 期待寿命　　　～　　　年

℃

項　　目 内　容 結　　　　果

設置場所

用　　途

じんあい・振動・換気・盤・架台の保
有距離

周囲温度

キュービクル・ラック・台車・端子台・
扉の開閉・台車の引出し等の状態

点検日

清掃
蓄電池及び収納部のじんあい・汚
れの除去

内部抵抗値
～　　　　　　ｍΩ

℃

設置環境の確認1

蓄電池収納部の確認

端子ボルト・ナット・接続バー・接続
線

所

見

欄

3

浮動充電時における特
性確認
4 　点検前　　　　　　　　　　　　　点検後

　　　　　　　　　　　V　　　　　　　　　　　V

単電池電圧

蓄電池温度

　最　低　　　　　　　　　　　　　最　高

　　　　　　　　　　　V～　　　　　　　　　　V

　最　低　　　　　　　　　　　　　最　高

　　　　　　　　　　　℃～　　　　　　　　　℃

封口樹脂部

温度センサー

蓄電池の外観確認

総電圧

電槽・蓋・安全弁

～　　　　　　ｍΩ

～　　　　　　ｍΩ

端子部の締付確認

使用年数 交換時期の目安 年　　　ヵ月

端子部ボルト・ナットの締付確認

CVCF用蓄電池は、
コンバータ停止条
件で測定すること



蓄電池充電記録

周囲
温度

℃

電池
番号

単電池
電圧
（V)

内部
抵抗
（ｍΩ）

温度
（℃）

備　考
電池
番号

単電池
電圧
（V)

内部
抵抗
（ｍΩ）

温度
（℃）

電池
番号

単電池
電圧
（V)

内部
抵抗
（ｍΩ）

温度
（℃）

備　考

1 46 91

2 47 92

3 48 93

4 49 94

5 50 95

6 51 96

7 52 97

8 53 98

9 54 99

10 55 100

11 56 101

12 57 102

13 58 103

14 59 104

15 60 105

16 61 106

17 62 107

18 63 108

19 64 109

20 65 110

21 66 111

22 67 112

23 68 113

24 69 114

25 70 115

26 71 116

27 72 117

28 73 118

29 74 119

30 75 120

31 76 121

32 77 122

33 78 123

34 79 124

35 80 125

36 81 126

37 82 127

38 83 128

39 84 129

40 85 130

41 86 131

42 87 132

43 88 133

44 89 134

45 90 135

製造番号

個　　数

製造年月

形　　式

V

備　考

総電圧

用　途



直流電源装置　絶縁抵抗測定記録 単位（MΩ）

負荷ブレーカ 負　荷　名　称 P N 備　考

MCCB11 非常用油ポンプ（EOP)

MCCB12 予備

MCCB31 受配電監視操作盤（EB2）

MCCB32 タービン監視操作盤（EB3）

MCCB33 受電盤（RPA)

MCCB34 受電変圧器二次盤（RPB)

MCCB35 400V動力主幹盤（LC-21）

MCCB36 予備

MCCB37 非常用発電機盤（DGP)

MCCB38 タービン起動盤（TSP)

MCCB39 非常用発電機盤(ACB投入用)

MCCB40 予備

MCCB41 励磁機盤（TGP)

MCCBW11 照明分電盤(1L-1)

MCCBW12 照明分電盤(1L-2)

MCCBW13 照明分電盤(1L-3)

MCCBW14 照明分電盤(2L-1)

MCCBW15 照明分電盤(2L-2)

MCCBW16 照明分電盤(2L-3)

MCCBW17 照明分電盤(3L-1)

MCCBW18 照明分電盤(3L-4)

MCCBW19 照明分電盤(4L-1)

MCCBW20 照明分電盤(4L-2)

MCCBW21 照明分電盤(5L-1)

MCCBW22 照明分電盤(5L-2)

MCCBW23 照明分電盤(6L-1)

MCCBW24 予備

MCCBW25 予備



交流無停電電源装置　絶縁抵抗測定記録 単位（MΩ）

負荷ブレーカ 負　荷　名　称 U V 備　考

MCCB51 計装分電盤（PDB)

MCCB52 計装分電盤（PDB)

MCCB53 受配電監視操作盤（EB2）

MCCB54 タービン監視操作盤（EB3）

MCCB55 受電盤（RPA)

MCCB56 保安電源切替盤（LC-41）

MCCB57 計量機盤（MP-501）

MCCB58 監視盤（GP-6A)

MCCB59 励磁機盤（TGP)

MCCB60 ごみクレーン計算機（LP-505）

MCCB61 灰クレーン計算機（LP-506）

MCCB62 タービン起動盤

MCCB63 ごみピット火災監視装置


